
十和田市街地循環バスご利用のお客様へ

　１．迂回実施期間 令和４年１０月１０日（月祝）～作業完了まで（約１か月）

　２．迂回対象便 十和田市街地循環バス　北線・南線　東方面→西方面　全便（計6便）
西地区シャトルバス　法量→市街地方面行き　全便（計2便）

　３．迂回経路及び臨時停留所位置

十和田観光電鉄株式会社
三本木営業所　０１７６－２３－３１３３

令和4年10月6日

官庁街通り伐採作業中の
「こまかいどーむ」の移設及び迂回運行について

　いつも十和田観光バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
　標記の件につきまして、下記期間において官庁街通りの伐採作業により一部区間の交通規制
が発生するため、下図の通り迂回運行を実施いたします。
　また、迂回運行に際し「こまかいどーむ（次は、図書館・保健センター）」の停留所位置に変更が
生じますので、お間違いの無いようご利用願います。

記

お問い合わせ

図書館・保健センター

北園

金崎団地

臨時：こまかいどーむ
北線・南線

⻄地区シャトルバス対応

”次は、図書館・保健センター”側の「こまかいどーむ」からのご利用が出来なくなり
ます。
上記 からのご利用となりますので、ご迷惑をお掛けいたしますがお間違いの無い
ようご利用願います。

※反対側の「北線：”次は、金崎団地”」、「南線：”次は、ユニバース⼗和⽥⻄店”」、
「⻄地区シャトルバス：”次は、カケモ⻄金崎店”」の「こまかいどーむ」は、
通常通りご利用可能です。


